
【担い手農家の皆様へ】           《令和元年１１月号》№138 

                            作成日：令和元年 10 月 21 日 

   
【ごあいさつ】  

 「ＪＡかとり」では現在、組合員の皆様へのタイムリーな情報提供や、活動内容を紹介するため、経済渉外

担当を中心に定期的な訪問活動を行っております。是非「営農情報」をご覧頂き、ご意見ご要望がありました

ら、担当職員へどしどしお申し付け下さい。 

 

≪税務講習会開催のご案内≫ 

 確定申告における留意点など生産者の皆様に詳しくお伝えできるよう、税務署による講習会を開催いたします。 

 開催日    ①令和元年１１月２０日(水)  ②令和元年１２月 ３日(火) 

開催時間は両日とも１４時より (受付：13 時 30 分～) 

場 所    ①香取市山田公民館 (講師：佐原税務署職員) 

②成田市大栄公民館 (講師：成田税務署職員) 

内 容    (1)消費税率の変更が実施されたことによる留意点について 

(2)台風の災害を受けた場合の申告について 

申込期日    ①山田公民館は １１月１３日(水)まで ②大栄公民館は １１月２５日(月)まで 

※資料の用意がございますので期日までに最寄りの経済センターへご連絡お願い致します。 

 

《令和 1年産水稲の 9月 15日現在における作柄概況》農林水産省 9.30公表 

＊全国『作況指数 101』、千葉県『作況指数 96』の見込み！ 

（成田市：97 神崎町、香取市、東庄町：94） 

＊千葉県における令和 1 年産水稲の作付け面積は 6 万 800ha で前年に比べ 200ha 減少しました。内、

主食用作付け見込面積は、5 万 3,700ha で、労力事情による作付け中止等により前年産に比べて 200ha

の減少となりました。 

《令和 1年産米の等級・品質の検査概況》 

＊コシヒカリの 1等比率が 77.7％と昨年 58.2％を大幅に上回りました。主要 4品種の 1等比率は、73.8％

で主要 4 品種（注 1）の主な格落ち理由は、（カメムシ 50.0%・形質 44.7%）でした。注 1）主要 4 品種はコ

シヒカリ、ふさおとめ、ふさこがね、あきたこまち 

＊6 月下旬から 7 月中旬まで低温・寡照が続いたことで、幼穂形成期後の生育が緩慢となり、出穂が 1

週間程度遅れました。結果的に水稲航空防除等の適期実施に至らずカメムシの被害が多くなりました。

また、早生～中生品種の出穂期頃に強風等により穂が褐変し、不稔籾や成熟不良の扁平、奇形、茶米等

の未熟粒発生の要因となり、反収は 10ａあたり 1.0 俵～1.5 俵の減収を招きました。 

 

《秋の感謝セール実施中！》 

＊ＪＡかとりのオリジナル商品である「ホワイトボールシチュー」や芋焼酎「かとりの恵」人気商

品の「こうじ漬けの素」をはじめ、お米、めん類、お茶、仕込みそなど特別価格にてご提供中です。 

《不要育苗箱無料回収いたします！》お問合わせは最寄の経済センターまでお願いします。 

 回収日：西部地区 11 月 15 日（金）午前 9:00～11：00  

     東部地区 11 月 19 日（火）午前 9:00～11：00 （両地区とも午前中のみ実施）  

                                                



 

《青果物出荷について》 

 現在、ベニアズマ・べにはるか・シルクスイート等さつまいもの買取を行っています。 

 買取品の出荷規格を遵守し、出荷にご協力願います。 

 なお、規格に合わないものを出荷された場合は、再選別又は単価の引き下げとなりますのでご注意願

います。 

《ホワイトボール(小かぶ)を使用した商品について》 

ホワイトボール(小かぶ)を使用した｢千葉県産ホワイトボールのシチュー｣を 11月より販売を再開いた

します。 

 小かぶ以外にもサツマイモペースト、芳源マッシュルームのマッシュルーム、千葉県産の人参、房

総ポークベーコンを使用しています。 

 

ＪＡ災害対策資金の取り扱いについて 

ＪＡかとりでは被害にあわれた皆様の早期復旧に少しでもお役に立てるよう、下記の通り対策資金を

取り扱うことといたしました。 

１、取扱期間 令和元年 9 月 17 日㈫から令和 2 年 3 月 31 日㈫までのお借入れ 

経

営

安

定

資

金 

農業生産に必要な資金 

貸 出 期 間  ５年以内 

貸出限度額  ３００万円以内 

貸 出 金 利  年 0.65％(固定金利) 

※利子補給制度のご利用により実質、無利息となります。 

保 証 人  所定の保証機関の保証をご利用いただきますので原則、不要です。 

なお、保証料 年 0.29%は、JA かとりが全期間負担します。 

施

設

復

旧

資

金 

農業施設が損壊した場合において、当該施設を現状に復元するために必要な資金 

貸 出 期 間  ６年以内(内据置２年以内) 

貸出限度額  ５００万円以内 

貸 出 金 利  年 0.65％(固定金利) 

※利子補給制度のご利用により実質、無利息となります。 

保 証 人  所定保証機関の保証をご利用いただきますので原則、不要です。 

なお、保証料 年 0.29%は、JA かとりが全期間負担します。 

詳しい内容は各支店の窓口へお問い合わせください。 

 

この度の台風 15 号・19 号により被害をうけられた皆様に心よりお見舞いを申し上げます。 

・建更加入者で建物(家財)に被害があった場合は、各支店へご連絡ください。 

火災や自然災害(台風・洪水・竜巻・落雷)・地震などから 

マイホームを守る JA の建物更生共済「むてきプラス」 

・自損てん補特約が導入され、加入割合に関わらず火災共済金額を限度として、損害の額を共済金

としてお支払いします。(地震は今まで通り) 

・建物と同一敷地内にある付属建物・工作物(基礎工事が施されていない物置・納屋・車庫・所定の

門・塀・垣・カーポート)などが自動保障となります。 

・火災や事前災害・地震の保障のほか盗難による盗取・損傷、汚損、また火災や自然災害によるケ

ガの保障もします。(住宅だけでなく事業用物件や神社等のほか、建物内の家財・家具にも加入でき

ます。) 

・掛捨てではなく満期があります。 

・一定の住居用家屋や生活用動産を対象とする場合「地震保険料控除」の適用が受けられます。 

地震や異常気象で自然災害が増えている昨今、建物への保障を検討してみてはいかがですか？ 

             只今、保障点検運動実施中！！  詳しくは各支店共済窓口へ 
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